
事  務  連  絡  

令和２年３月２６日  

 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校給食主管課 

 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

 附属学校を置く各国公立大学法人事務局  御中 

 構造改革特別区域法第１２条第１項の認定 

 を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課 

 

 

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課   

 

 

学校給食従事者におけるマスクの着用及び手指の消毒について 

 

 令和２年３月２５日付で，厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長から，

各都道府県，保健所設置市及び特別区の衛生主管部（局）長宛てに，「食品等事業

者によるマスクの着用及び手指の消毒について」（薬生食監初0325第１号）が通知

されています。 

上記通知の趣旨を踏まえ，今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴いマスク

及び消毒用アルコールが不足している状況においては，学校給食従事者について下

記のとおり取り扱うこととしますので，適切に御対応いただくようお願いします。 

 ついては，各都道府県教育委員会学校給食主管課におかれては，域内の市区町村

教育委員会及び所管の学校に対して，各都道府県私立学校主管課におかれては，所

轄の小学校，中学校，中等教育学校，夜間課程を置く高等学校，特別支援学校及び

学校法人に対して，各指定都市教育委員会及び各国公立大学法人におかれては，そ

の管下の学校に対して，構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた地方公

共団体におかれては，所轄の学校設置会社を通じて設置する小学校に対し周知くだ

さるようお願いします。 

 

記 

 

１ マスクについて 
調理及び配食を行う学校給食従事者がマスクを着用するのは，口からの飛沫や鼻

腔の微生物が手指や食品に付着し食品等を汚染するのを防ぐためであり，紙マスク

等の使い捨てのマスクである必要はなく，布マスク等当該目的を達成できる機能を

有するものを代替して差し支えないこと。 

 

 



２ アルコールについて 

学校給食の調理に当たっては，次に定める場合に手指の洗浄及び消毒が必要とさ

れているところ，消毒用アルコールが入手困難な場合は，手指の洗浄を徹底すると

ともに使い捨て手袋を着用するなどにより，衛生管理を確保すること。 

・作業開始前 

・用便後 

・汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する前 

・食品に直接触れる作業の開始直前 

・生の食肉類，魚介類，卵，調理前の野菜類等に触れ，他の食品及び器具等に触れ

る前 

 

 

 

【本件連絡先】 

文部科学省初等中等教育局 

健康教育・食育課学校給食係 

電話:03(5253)4111（内線 2694） 

E-Mail:shoku@mext.go.jp 
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